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「彼等は確かに加害者だけど、被害者でもある・・・」

「被虐待体験の多さ・深刻さ」

「発達障害やそう見える少年の多さ」

「よくキレる少年・・・」

「幼少時から身近な人間に暴力を
ふるわれてきた少年に

『人を殴ることはよくないこと』
と教える難しさ」

少年院勤務で、こういった問題を考えた端緒



「愛着の問題」
「発達の問題」
「トラウマの問題」

↓
これらが精神障害を持つ触法リスク者に
どう関わり、福祉・医療はどう連携していく

べきか？

本日お話ししたいこと



少年法の厳罰化の背景に精神障害が・・・

★平成12年改正

・刑事責任年齢の引き下げ（16歳→14歳）

→神戸児童連続殺傷事件の影響

★平成19年改正

・少年院送致の年齢下限引き下げ

→「14歳以上」から「おおむね１２歳以上」

→H19の少年法改正で小学生も収容可能となる。

→H15～H16の長崎での2つの事件が改正の契機



刑務所受刑者と少年院入院者の精神障害

令和元年版犯罪白書



刑務所初入者・再入者の知能段階別構成比（平成18年）

平成19年版犯罪白書
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支援が必要な障害者の地域での暮らし
豊中市社会福祉協議会 勝部麗子氏作成資料を基に作成

福祉サービスを受けている

誰からも支援を受けていない

障害が重い

近所付き合い
なし

近所付き合いが
ある

ここが課題→（総合的な支援が必要）

障害が軽い

小地域活動で
支援

孤立 貧困

自殺 犯罪

支援が必要な人の発
見と支援

障害が軽い障害者で、福祉的支
援を受けないままでいる者が多い



少年院の少年たちと接して(私見)
自分や他人や社会に対する強烈な信頼感の欠如

複雑な対人関係は構築困難。

対人回避(しかし、自己愛を満
たすための対人希求，依存心
性は大)。意に反する集団化。

信じる拠りどころ(基準)が無く、
何を信じていいか分からない

認知の歪み。氾濫する情報の過信

↓ ↓

↓

常に不安と疑心がつきまとう脆い人間関係
↓ ↓

①マルトリートメントの問題

②社会通念の問題

③メディアの問題

④基盤障害と二次的・三次的障害

人は安心できる環境で生育してこそ基本的信頼感を得る!



①少年院入院者におけるマルトリートメントの問題
関東医療少年院における実父母率 ： 20～30％

→面会に来ない、引き取り拒否・・・

☆虐待

・少年院入院者の半数以上が何らかの被虐待体験

・女子少年の半数以上に性虐待体験というデータも有り

☆過保護・過干渉

・毎日のように面会要求、電話。過度な注文や要求。

・被害者側を非難。

・少年も親も分離不安が大きい。

☆投影性同一視

・子どもに自身の理想を押し付け、完璧を求める。

→Good Enough Mother の不在

（急速な核家族化の中で親も孤立し、支援が無い）



少年院入院者数の保護者状況

令和元年版犯罪白書



少年院入院者の被虐待歴

令和元年版犯罪白書



②社会通念の問題（少年側の視点）

☆現代社会における価値観の風潮

「勉強ができ、学歴がよく、安定した仕事を持つ」

「富裕であること」 etc

↓

自身の努力を超えたところで

貧困や学業不振に悩む少年

↓

「こんな社会で、こんな状況の自分が、何を努力しても、

どうせ無駄だ」という諦めや挫折

↓

自尊心の低下、自暴自棄



②社会通念の問題（親側の視点）

☆現代社会における価値観の風潮

「勉強ができ、学歴がよく、安定した仕事を持つ」

「富裕であること」 etc
↓

他家の子供との比較によって我が子を評価。

世間体や周囲の評価を気にする。

↓

合わない教育を、人格形成に重要な早期に開始。

少子化で子供１人にかける時間や熱意の増加。

↓

不適切な養育で、子は自我がいびつに成長。

時限爆弾化（いきなり型非行へ）



③メディアの問題

☆携帯電話の高機能化と普及→ネット使用年齢が低下

※ネット上の情報にはフィルターや規制なし

→「嘘の情報」、「残虐な情報」、「不適切な性情報」、

「反社会的行為を美化する情報」が容易に閲覧

→それらを信じ込んだり、それらに影響され、非行

※ネットの匿名性

→「何を書いてもばれない、許される」という誤解

→自我の攻撃性や万能感がいびつに増大

※ネット上のみの虚構でも濃密でもない人間関係

→成長促進的な傷つきや葛藤の不足（自己愛的成長）

→実社会で傷ついたり挫折すると他罰的になったり、

他者への攻撃性につながることも。



知的・発達障害の一次障害、二次障害
★一次障害 （発達障害本来の症状・特性）

→「 何らかの生来の脳機能障害のために(認知、知能、運動、

言語、社会的行動などにおいて)年齢に期待される発達

課題が達成できない」 (本来は知的障害なども含まれる）

→脳機能の制約が直接的に行動に現れているだけであり、

本来は社会的評価とは無関係

→しかし実際には社会的評価と結びついてしまう

★二次障害 （自尊心の低下によって生じる）

・内在化症状・・・ 抑うつ、不安 等

・外在化症状・・・ ひきこもり、不登校、暴力 等

・基盤として存在する発達障害が見えづらくなる

→周囲の不適切な対応を引き起こす→悪循環へ



周囲からの

社会的評価の低下

周囲の不適切な対応

孤立・いじめ

理不尽で過度の叱責

虐待 など

自己肯定感の

低下
基本的信頼感の低下

二次症状の発現・増悪

内在化

外在化

一次障害

(本来の発達障害特性）

行動上の問題

周囲とのずれ

悪循環

二次障害の発現と増悪



外在化を発現させる要因

☆バイオサイコソーシャルモデル

①生物的要因

（例）脳の局在的要因、実行機能障害・・・

②心理的要因

（例）学習理論的要因、対人認知的要因・・・

③社会的要因・環境要因

（例）リスク因子と保護因子・・・



外在化を発現させる要因の一例

☆学習理論的要因

子どもの問題行動に対する親の否定的・強圧的態度

→子どもは問題行動をエスカレートさせ反抗

→親が諦めると子どもは負の学習

→子どもは家庭内、続いて家庭外で攻撃性発露

→子どもが折れると親が負の学習

→親の否定的・強圧的態度が強化

→子どもは家庭外、遂には家庭内で攻撃性発露



外在化を発現させる要因の一例

☆対人認知的要因

自尊心や自己肯定感が過度に毀損していると、

劣等感から対人関係において相手を正しく認知する

他者認知が歪み、相手から必要以上に悪意や攻撃性

を感じる。その反応として攻撃性が発露。

自己や他者への認知という対人認知は対人関係に

おいて心理的基盤となるため、対人認知に歪みを

生じると安定した対人関係が構築・維持できない。

これも攻撃性へとつながっていく。



世界におけるADHDと非行・犯罪の疫学

☆Moffitら(1990)

→ニュージーランドでの大規模前向きコホートにて、
3歳時点でADDと診断された者の約半数が15歳時
点で非行化

（非行化事例にはDBDマーチの経過をたどったと考
えられる事例が多く含まれている。）

☆Siponmaaら(2001)

→126名の若年犯罪者の調査でADHD罹患者が

約15％存在。

こういった背景からADHDはDSM-Ⅳにおいては他の
発達障害とは別の「注意欠如および破壊的行動障害」
に素行障害や反抗挑戦性障害と共に分類された。



ＤＢＤマーチ (齊藤万比古）

加齢

30～45%

25～47%

約33%

DBD：Disruptive Behavior Disorder (破壊的行動障害)

ODD : Oppositional Defiant Disorder (反抗挑戦性障害)

CD: Conduct Disorder （素行障害）

ASPD : Antisocial Personality Disorder （反社会性パーソナリティ障害）



しかし・・・

☆十一はADHDの反社会的行動について、併存障害
や極端に不遇であったり不利であったりする環境要
因(虐待など)が無い限り、深刻な非行化はしないの
ではないかと自験例を基に推測。

☆齊藤は適切な支援を受けられればDBDへ進展しな
かったADHD者が不適切な対応を取られ、二次的に
破壊的行動を呈さざるをえなかった事象に注目す
べき。

☆米国Public Health Service

→反社会的行動への発達的問題の統計的な主効果
（他の要因の影響を無視した場合の，ある要因の

効果が全体的に与える影響）は小さい。



発達障害と非行・犯罪のエビデンス

・知的障害を含む学業不振は危険因子

・加害者よりも被害者になりやすい（7倍という報告も）

・スウェーデンでの調査では、判決前鑑定をされた

若年犯罪者の3％がアスペルガー症候群

・英国の保安病院では1.5～2.5％がASD

・大多数は法を遵守するが、僅かな者が触法

・非社会的であっても反社会的ではない人が多い

・発達障害自体は危険因子ではない！

・適切な支援を受けられていない発達障害は

危険因子となる場合が有る。



ASD者と触法について考えるべき３つの因子

①準備因子
（Predisposing factors ）

②誘発因子
（Precipitating factors）

③永続因子
（Perpetuating factors）

リチャード･ミルズ (英国自閉症協会)

氷山の一角！

問題行動=表面的な行動

基
底
要
因



①準備因子（Predisposing factors ）

★認知の特徴
・行動に伴う結果を考慮しない、予測できない
・他人の心情や反応を予測できない
・ルールや規則への理解不足や誤解が大きい。しばられる。
・硬直性（興味の限局、固執、字義通り解釈、被暗示性など）
・衝動統制の不良
・併存障害の存在 など

★ありがちなスキーマの例
・犯罪が認識されない→他人に知られなければ結果がない
→知られなければ犯罪も無い
・偏見や社会的烙印からの犯罪→被害者を重要と思わない
→犯罪ではないと認識する
・大義による犯罪→皆に感謝されると思う
→犯罪ではないと認識する

リチャード･ミルズ (英国自閉症協会)



②誘発因子（Precipitating factors）

・社会的孤立
・周囲からのいじめ、家族からの敵意の表出・虐待
・悪意のある、強いパーソナリティを持った他者の存在
・ルーチンの破壊
・感覚刺激への反応
・不安とパニック
・犯罪に結びつきやすいこだわりの存在
（犯罪とその効果に関する知的関心）

・周囲との情緒的つながりの欠如 など

リチャード･ミルズ(英国自閉症協会)



③永続因子（Perpetuating factors）

・併存する精神障害への未治療
・計画的介入の欠如
・誘発因子の継続（例：孤立状況等の継続や悪化等）
・内的スキーマの確立
・問題行動や犯罪に対する誤った対応
→単に罰するだけの対応は最も強い永続因子となる!!

など

リチャード･ミルズ (英国自閉症協会)



「愛着の問題」
「発達の問題」
「トラウマの問題」

↓
これらは、「災害」、「被虐待・被いじめ」、

「不登校・ひきこもり」
等々の問題にあてはまる。

精神障害者の社会での不適応を考えると・・・



トラウマの
問題

発達の

問題

対人関係（愛着の問題）

触法に至った障害者を取り巻く実相

この判断と対応・支援を単職種で行うのは困難
→アセスメントの重要性
→多職種の支援チーム（TS）の重要性



子どもの脳と「トラウマ」

☆「脳は使われたように発達する～Use -dependent～」（Bruce Perry）
→常に脅威に反応しなければならない状況では、
「生存する」ことにだけ注意を集中させ続ける

→脅威に反応する領域だけが発達し、感情や思考の領域が育たない。
→情緒的やり取りや探索が滞る
→健康的発育に長期的影響
→例：虐待と反応性愛着障害、第4の発達障害



非行臨床における発達障害と反応性愛着障害

★発達障害の存在が虐待やいじめ体験を生んでいく

→虐待による脳への深刻な影響

→「発達特性」 + 「虐待による脳機能障害」 + 「トラウマ反応」

→複雑な対人関係や愛着の問題へ

★虐待やいじめ体験が発達障害と類似した症状を・・・

→虐待による脳への深刻な影響

→「虐待による脳機能障害」 + 「トラウマ反応」

→発達障害と区別がつきがたい反応性愛着障害へ

→様々な認知面への影響 → 複雑な対人関係や愛着の問題

↓

非行臨床では区別困難ケースも



文部科学省研修教材 「児童虐待防止と学校」 より





トラウマを経験した方への対応の基本①

日本トラウマティックストレス学会 「PTSD初期対応マニュアル」より



トラウマを経験した方への対応の基本②

日本トラウマティックストレス学会 「PTSD初期対応マニュアル」より



強度行動障害を考える際の基本的視点

強度行動障害という状態像は、生来的に持っている資質

そのものではなく、その特異な行動の意味を理解できない

支援者等によって不適切な対応が行われ、その結果として

形成されてしまった２次的・３次的障害であることが多く、

適切な支援や働きかけを忍耐強く行うことで行動障害の

軽減が可能である。

→まず基盤となっている障害をよく知る必要がある！

アセスメントの重要性！

→場合によっては薬物療法が必要なことも・・・

→福祉、教育、心理、行政、医療の連携が重要



対象者のアセスメントの重要性
～周囲でこんなことは有りませんか？～

☆ケース1

「あいつは反抗的で態度が悪い！ 何を聞いても不機嫌に

『別に・・・』とか『知らねーよ』としか言わない！」

☆ケース2

「そのことは分かっていて、こちらも何度も何度も

言い聞かせているんです・・・」

☆ケース3

「彼は大丈夫です。いつもにこにこ笑っています」



対象者のアセスメントの重要性

★対象者のリスクに見合った密度の処遇を実施しなければ

ならない（Andrews &Bonta,2003)

→資源の無駄、再犯率の上昇・・・

表 リスクレベルと処遇密度（各群の再犯％）

リスク
低密度
処遇

高密度
処遇

O'Donnell et al.
1971

低
高

１６
７８

２２
５６

Baird et al.
1979

低
高

３
３７

１０
１８

Andrews &
Kiessling,1980

低
高

１２
５８

１７
３１

Bonta et al.
2000

低
高

１５
５１

３２
３２



再犯リスクと処遇ニーズ：RNRモデル

★再犯リスク

→再犯につながることが統計的に示されている要因。

→静的リスク（前歴，年齢など，処遇によって変化しないもの）

→動的リスク（認知の歪み，衝動性の高さなど，処遇によって変
化可能なもの。慢性の動的リスクと急性の動的リスクが有る）

★処遇ニーズ

→処遇を通じて変容させることが可能な動的リスクと同義。これ
らのリスク要因は，処遇のターゲットとなるため，「処遇ニーズ」
と呼ばれる。

R：Risk →誰に支援

N：Need →何に支援

R:Responsivity →どうやって支援 （一般応答性、特別応答性）



加害者矯正の潮流
ポスト・リラプス・プリベンション・モデルの一例

★「グッド・ライブス・モデル」 （GLモデル）

→加害者を含むすべての人は「幸福」を手に入れる
という目標に向かって行動していると仮定する

→「加害」は，これらの「幸福」を「社会的に受け入れら
れない手段で」手に入れようとする試み

→各対象者の「幸福」を「社会的に受け入れられる形
で」実現するための変化を促し，対象者が加害を行
わずに「幸福」を手に入れることができるように支援

→単にリスク要因を統制するためのスキルを身に付
けさせるのではない

「人は幸せな人生を送るために生きている」



強度行動障害を考える際の基本的視点

強度行動障害という状態像は、生来的に持っている資質

そのものではなく、その特異な行動の意味を理解できない

支援者等によって不適切な対応が行われ、その結果として

形成されてしまった２次的・３次的障害であることが多く、

適切な支援や働きかけを忍耐強く行うことで行動障害の

軽減が可能である。

→まず基盤となっている障害をよく知る必要がある！

アセスメントの重要性！

→場合によっては薬物療法が必要なことも・・・

→福祉、教育、心理、行政、医療の連携が重要



「リスクアセスメントができない・できていない」
「医療ができることの限界」
「丸投げへの不安・恐怖」

⇅
「長期入院は医療収入で経営を直撃」
「事件発生は風評や離職で経営を直撃」

なぜ医療が福祉からの
「受け入れ要請」や「協力要請」を拒むのか？

ケースマネジメントの不足！







精神科病床はもっと低い！



長期入院する人は避けたい・・・



看護職の有効求人倍率





触法リスク者の医療への受け入れ円滑化のために

★普段からの顔の見える関係づくり

★触法リスク者について知識を深める機会を医療機関にも。

★普段から矯正からの対象者の支援チームに入ってもらうこと

→良い意味での巻き込み

★リスクアセスメントを共有できること

→現在の触法リスク・暴力リスク

→入院した際の触法リスク・暴力リスク

★医療側にケースマネジメントを具体的に示せること

→退院後の受け入れ先

→緊急時のクライシスプラン

→緊急時の連携機関

→責任の分担化



児童相談所

警察

検察

弁護士

鑑定人

裁判所
矯正施設

保護観察所

保護司

福祉施設

定着支援

センター

学校

本人・家族

支援が必要な方を犯罪から守る社会的ネットワーク

病院
ＴＳ

ＴＳ ＴＳ

ＴＳ



皆様と共に、

精神障害を抱える人が非行や犯罪の

被害や加害に巻き込まれないような、

安全なセーフティネットを

作っていきたいと考えています。

今後も御指導・御協力を宜しくお願いします。

御清聴ありがとうございました。


